
 

 

2025年 11月 

妙高グリーンエナジー株式会社 

 

ガス料金の改定について 

 

 

妙高グリーンエナジー株式会社（設立 2021 年 8 月/本社：新潟県妙高市/代表取締役社長 

赤澤修一）は、2026 年 4 月検針分からのガス小売供給約款及び選択約款のガス料金を新井  

供給区域、妙高高原供給区域で平均 2.4％引き上げいたします。また、当社が都市ガス原料を

購入しております卸元事業者のＬＮＧ割合の変更に伴い、原料費調整の指標を見直しいたし

ます。 

 

今回の改定につきましては、卸元事業者の輸入ＬＮＧの混入割合増加により原料価格が 

引き上げられるため、実施させていただくものです。 

 

お客さまにはご負担をおかけいたしますが、弊社は、今後もガスの安定供給と保安の確保

を第一とし、より一層お客さまサービスの向上に努め、お客さまや地域の皆さまからご信頼

いただける企業を目指してまいります。 

 

 

＜お客さまお問い合わせ先＞妙高グリーンエナジー株式会社 料金係 

                ℡ 0255-72-3566 

 

＜報道関係お問い合わせ先＞妙高グリーンエナジー株式会社 営業管理部 担当 川﨑 

                ℡ 0255-78-7605 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．ガス料金の改定 

・料金表は、以下のとおりとなります。 

・基本料金は月額、基準単位料金および従量料金単価は 1㎥あたりの単価です。 

・2026年 4月に適用する従量料金単価は、2026年 3月検針時にお知らせいたします。 

・本書に該当のないお客さまは、個別にご案内いたします。 

 

◎ガス小売供給約款 

新井供給区域                    （４５メガジュール/㎥・税込） 

料 

金 

表 
適用区分 基本料金 

改定前 改定後 

基準単位料金 
11 月分 

従量料金単価 
基準単位料金 

A 0 ㎥～24 ㎥まで 499.40 円 169.47 円 161.77 円 166.43 円 

B 24 ㎥超～240 ㎥まで 590.70 円 165.66 円 157.96 円 162.62 円 

C 240 ㎥を超える場合 1,610.40 円 161.41 円 153.71 円 158.37 円 

 

妙高高原供給区域                  （４５メガジュール/㎥・税込） 

料 

金 

表 
適用区分 基本料金 

改定前 改定後 

基準単位料金 
11 月分 

従量料金単価 
基準単位料金 

A 0 ㎥～24 ㎥まで 829.40 円 201.12 円 193.42 円 198.08 円 

B 24 ㎥超～240 ㎥まで 930.60 円 196.92 円 189.22 円 193.88 円 

C 240 ㎥を超える場合 1,874.40 円 192.99 円 185.29 円 189.95 円 

 

◎家庭用温水暖房契約・家庭用融雪契約＜冬期＞ 

新井供給区域                    （４５メガジュール/㎥・税込） 

基本料金 
改定前 改定後 

基準単位料金 
11 月分 

従量料金単価 
基準単位料金 

1,760.00 円 138.09 円 130.39 円 135.05 円 

 

妙高高原供給区域                  （４５メガジュール/㎥・税込） 

基本料金 
改定前 改定後 

基準単位料金 
11 月分 

従量料金単価 
基準単位料金 

2,420.00 円 165.10 円 157.40 円 162.06 円 

※冬期は１～４月検針分、その他期は５～１２月検針分となります。その他期はガス小売  

供給約款の料金となります。 

 

 



 

２．原料費調整の指標見直し 

 変更前 変更後 

算定期間 2024 年 5～7 月 2025 年 5～7 月 

ＬＮＧ 
平均価格（貿易統計値） 93,830 円/トン 85,670 円/トン 

構成比 0.9748 0.9530 

プロパン 
平均価格（貿易統計値） 96,800 円/トン 81,820 円/トン 

構成比 0.0405 0.0585 

基準平均原料価格 95,390 円/トン 86,430 円/トン 

換算係数 0.076 円 0.078 円 

・平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×0.9530＋プロパン平均価格×0.0585（10円未満四捨五入） 

・原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格（100円未満切捨て） 

・調整額の算定 

調整額＝原料価格変動額/100円×0.078円×（1+消費税率） 

※計算の結果、プラス調整となる場合は小数点第 3 位以下は切り捨て、マイナス調整と  

なる場合は小数点第 3位以下は切り上げとなります。 

＊2026年 4月に適用する調整額は、2026年 3月検針時にお知らせいたします。 

 

 

３．標準家庭における影響額 

新井供給区域                    （４５メガジュール/㎥・税込） 

１か月のご使用量 改定前 改定後 引き上げ額 

３５㎥ 6,119 円 6,282 円 163 円 

 

妙高高原供給区域                  （４５メガジュール/㎥・税込） 

１か月のご使用量 改定前 改定後 引き上げ額 

３５㎥ 7,553 円 7,716 円 163 円 

・ガス小売供給約款の料金表を使用しております。 

・改定前は 11月分従量料金単価、改定後は基準単位料金にて算定しております。 

・ご使用量は、弊社におけるご家庭１件・１か月あたりの平均ご使用量に基づいております。 

 

以上 


